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１ 

壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例【第１条関係】 

壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第６条まで （略） 第１条から第６条まで （略）  

 （期末手当）  （期末手当）  

第７条 （略） 第７条 （略）  

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段の規定の

適用を受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死

亡又は議会の解散による任期終了の日現在）において議員が受

けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に１００分の１５

を乗じて得た額の合計額に１００分の１７２．５を乗じて得た

額に、基準日以前、６月以内の期間内におけるその者の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段の規定の

適用を受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死

亡又は議会の解散による任期終了の日現在）において議員が受

けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に１００分の１５

を乗じて得た額の合計額に１００分の１７７．５を乗じて得た

額に、基準日以前、６月以内の期間内におけるその者の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

 

   

 以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 

壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例【第２条関係】 

壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第６条まで （略） 第１条から第６条まで （略）  

 （期末手当）  （期末手当）  

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段の規定の

適用を受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死

亡又は議会の解散による任期終了の日現在）において議員が受

けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に１００分の１５

を乗じて得た額の合計額に１００分の１７７．５を乗じて得た

額に、基準日以前、６月以内の期間内におけるその者の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段の規定の

適用を受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死

亡又は議会の解散による任期終了の日現在）において議員が受

けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に１００分の１５

を乗じて得た額の合計額に１００分の１７５を乗じて得た額

に、基準日以前、６月以内の期間内におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とする。 

 

   

 以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 



 

３ 

壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例【第１条関係】 

壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条及び第２条 （略） 第１条及び第２条 （略）  

 （手当）  （手当）  

第３条 （略） 第３条 （略）  

２ 前項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合

において、期末手当基礎額は、給料の月額に、その額に１００

分の１５を乗じて得た額を加算した額とし、壱岐市職員の給与

に関する条例（平成１６年壱岐市条例第４１号）第３０条第２

項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

５」とする。 

２ 前項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合

において、期末手当基礎額は、給料の月額に、その額に１００

分の１５を乗じて得た額を加算した額とし、壱岐市職員の給与

に関する条例（平成１６年壱岐市条例第４１号）第３０条第２

項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７

７．５」とする。 

 

   

 以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 

壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例【第２条関係】 

壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条及び第２条 （略） 第１条及び第２条 （略）  

 （手当）  （手当）  

第３条 （略） 第３条 （略）  

２ 前項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合

において、期末手当基礎額は、給料の月額に、その額に１００

分の１５を乗じて得た額を加算した額とし、壱岐市職員の給与

に関する条例（平成１６年壱岐市条例第４１号）第３０条第２

項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７

７．５」とする。 

２ 前項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合

において、期末手当基礎額は、給料の月額に、その額に１００

分の１５を乗じて得た額を加算した額とし、壱岐市職員の給与

に関する条例（平成１６年壱岐市条例第４１号）第３０条第２

項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１７

５」とする。 

 

   

 以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 

 

 

 

 

 



 

５ 

壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例【第１条関係】 

壱岐市職員の給与に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第１４条まで （略） 第１条から第１４条まで （略）  

 （通勤手当）  （通勤手当）  

第１５条 （略） 第１５条 （略）  

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 

 (1) （略）  (1) （略）  

 (2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額（定年前再任

用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を

考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額

に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

 (2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額（定年前再任

用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を

考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額

に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

 

  ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」

という。）が片道５キロメートル未満である職員 ２，０

００円 

  ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」

という。）が片道５キロメートル未満である職員 ２，０

００円 

 

  イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未

満である職員 ４，２００円 

  イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未

満である職員 ４，２００円 

 

  ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル

未満である職員 ７，１００円 

  ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル

未満である職員 ７，３００円 

 

  エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル

未満である職員 １０，０００円 

  エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル

未満である職員 １０，４００円 

 

  オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル

未満である職員 １２，９００円 

  オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル

未満である職員 １３，５００円 

 

  カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル

未満である職員 １５，８００円 

  カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル

未満である職員 １６，６００円 

 



 

６ 

 (3) （略）  (3) （略）  

３～６ （略） ３～６ （略）  

第１６条から第２７条まで （略） 第１６条から第２７条まで （略）  

 （宿日直手当）  （宿日直手当）  

第２８条 正規の勤務時間外の時間、職員勤務時間条例第３条及

び第１０条に規定する日に本来の勤務に従事しないで、庁舎、

設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、発送

及び庁内の監視を命ぜられた職員には、その勤務１回につき

４，４００円を支給する。ただし、勤務時間が５時間未満の場

合には、その勤務１回につき２，２００円を宿日直手当として

支給する。 

第２８条 正規の勤務時間外の時間、職員勤務時間条例第３条及

び第１０条に規定する日に本来の勤務に従事しないで、庁舎、

設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、発送

及び庁内の監視を命ぜられた職員には、その勤務１回につき

４，７００円を支給する。ただし、勤務時間が５時間未満の場

合には、その勤務１回につき２，３５０円を宿日直手当として

支給する。 

 

２ （略） ２ （略）  

 （管理職員特別勤務手当）  （管理職員特別勤務手当）  

第２９条 （略） 第２９条 （略）  

 （期末手当）  （期末手当）  

第３０条 （略） 第３０条 （略）  

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５を乗じ

て得た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合に

は１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分の１

２７．５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間にお

ける当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略）  

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の

７０」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の

７０」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の

７２．５」とする。 

 

４～６ （略） ４～６ （略）  

第３１条及び第３２条 （略） 第３１条及び第３２条 （略）  



 

７ 

 （勤勉手当）  （勤勉手当）  

第３３条 （略） 第３３条 （略）  

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長又は任命権者が市

長と協議の上、別に規則で定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その

者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それ

ぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長又は任命権者が市

長と協議の上、別に規則で定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その

者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それ

ぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

 

 (1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に１００分の１０５を乗じて得た額の総額 

 (1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に、６月に支給する場合には１００分の１０５、

１２月に支給する場合には１００分の１０７．５を乗じて得

た額の総額 

 

 (2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５

０を乗じて得た額の総額 

 (2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給

する場合には１００分の５０、１２月に支給する場合には１

００分の５２．５を乗じて得た額の総額 

 

   

 以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 

 

 

 

 



 

８ 

壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例【第２条関係】 

壱岐市職員の給与に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第２９条まで （略） 第１条から第２９条まで （略）  

 （期末手当）  （期末手当）  

第３０条 （略） 第３０条 （略）  

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合に

は１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分の１

２７．５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間にお

ける当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．２５

を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該

職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略）  

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の

７０」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の

７２．５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１０

０分の７１．２５」とする。 

 

４～６ （略） ４～６ （略）  

第３１条及び第３２条 （略） 第３１条及び第３２条 （略）  

 （勤勉手当）  （勤勉手当）  

第３３条 （略） 第３３条 （略）  

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長又は任命権者が市

長と協議の上、別に規則で定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その

者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それ

ぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長又は任命権者が市

長と協議の上、別に規則で定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その

者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それ

ぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

 

 (1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日

 (1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日

 



 

９ 

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に、６月に支給する場合には１００分の１０５、

１２月に支給する場合には１００分の１０７．５を乗じて得

た額の総額 

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に１００分１０６．２５を乗じて得た額の総額 

 (2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給

する場合には１００分の５０、１２月に支給する場合には１

００分の５２．５を乗じて得た額の総額 

 (2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５

１．２５を乗じて得た額の総額 

 

   

 以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１０ 

壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例【第３条関係】 

壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第６条まで （略） 第１条から第６条まで （略）  

 （給与条例の適用除外等）  （給与条例の適用除外等）  

第７条 （略） 第７条 （略）  

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２９条第１項、第３０条

第２項及び第３３条第２項の規定の適用については、給与条例

第２９条第１項中「以下「管理職員」」とあるのは「壱岐市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理職員」」

と、給与条例第３０条第２項中「１００分の１２５」とあるの

は「１００分の９５」と、給与条例第３３条第２項中「１００

分の１０５」とあるのは「１００分の８７.５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２９条第１項、第３０条

第２項及び第３３条第２項の規定の適用については、給与条例

第２９条第１項中「以下「管理職員」」とあるのは「壱岐市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理職員」」

と、給与条例第３０条第２項中「１００分の１２５」とあるの

は「１００分の９５」と、「１００分の１２７．５」とあるの

は「１００分の９７．５」と、給与条例第３３条第２項中「１

００分の１０５」とあるのは「１００分の８７.５」と、「１０

０分の１０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする。 

 

 （委任）  （委任）  

第８条 （略） 第８条 （略）  

   附 則    附 則  

１・２ （略） １・２ （略）  

別表（第６条関係） 別表（第６条関係）  

  特定任期付職員給料表 

号給 給料月額 

１ ３９２，０００円 

２ ４４０，０００円 

３ ４９２，０００円 

４ ５５５，０００円 
 

  特定任期付職員給料表 

号給 給料月額 

１ ４０５，０００円 

２ ４５５，０００円 

３ ５０８，０００円 

４ ５７４，０００円 
 

 



 

１１ 

   

 以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１２ 

壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例【第４条関係】 

壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条から第６条まで （略） 第１条から第６条まで （略）  

 （給与条例の適用除外等）  （給与条例の適用除外等）  

第７条 （略） 第７条 （略）  

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２９条第１項、第３０条

第２項及び第３３条第２項の規定の適用については、給与条例

第２９条第１項中「以下「管理職員」」とあるのは「壱岐市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理職員」」

と、給与条例第３０条第２項中「１００分の１２５」とあるの

は「１００分の９５」と、「１００分の１２７．５」とあるの

は「１００分の９７．５」と、給与条例第３３条第２項中「１

００分の１０５」とあるのは「１００分の８７.５」と、「１０

０分の１０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２９条第１項、第３０条

第２項及び第３３条第２項の規定の適用については、給与条例

第２９条第１項中「以下「管理職員」」とあるのは「壱岐市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理職員」」

と、給与条例第３０条第２項中「１００分の１２６．２５」と

あるのは「１００分の９６．２５」と、給与条例第３３条第２

項中「１００分の１０６．２５」とあるのは「１００分の８

８．７５」とする。 

 

   

 以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 



１． 1

２． 2～3

３． 4～5

４． 6～10

令和７年度１月補正予算（案）概要

資 料２

壱　岐　市

各 会 計 予 算 額 一 覧

１ 月 補 正 予 算 の 主 要 事 業

参 考 資 料

繰 越 明 許 費



○一般会計、特別会計 　　（単位：千円）

現計予算額 １月補正予算額(案) 補正後予算額(案)

27,035,671 886,816 27,922,487 

3,308,105 377 3,308,482 

50,260 50,260 

3,358,365 377 3,358,742 

446,292 446,292 

3,882,572 2,585 3,885,157 

30,532 521 31,053 

3,913,104 3,106 3,916,210 

142,785 4,143 146,928 

163,387 163,387 

8,023,933 7,626 8,031,559 

35,059,604 894,442 35,954,046 

○企業会計 　　（単位：千円）

内 訳 現計予算額 １月補正予算額(案) 補正後予算額(案)

収益的収入 731,850 △320 731,530 

収益的支出 822,711 △3,019 819,692 

資本的収入 255,820 255,820 

資本的支出 471,891 471,891 

収益的収入 394,116 80 394,196 

収益的支出 403,251 939 404,190 

資本的収入 151,089 151,089 

資本的支出 198,143 198,143 

令和７年度壱岐市各会計予算額一覧

会　　計　　名

一　　　　般　　　　会　　　　計

特
別
会
計

国民健康
保険事業
特別会計

事業勘定

診療施設勘定

計

後期高齢者医療事業特別会計

介護保険
事業特別

会計

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

計

三島航路事業特別会計

合　　　　計

一般会計、特別会計の合計

会　計　名

水道事業会計

下水道事業会計

農業機械銀行特別会計

1



令和７年度１月補正予算の主要事業

■ 一般会計 （単位：千円）

第4次 100の
総合計画 政策

国費 県費 地方債 その他 （政策） （主要施策）

2 総務費 17,305 12,265 29,570 0 0 11,000 0 1,265 ●
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

4

●事業内容 P18～19

自動釣銭機（キャッシュレス機能付）整備事業

①自動釣銭機(キャッシュレス機能付)
　　→ 4台（各庁舎1台）

②モバイル端末(キャッシュレス機能一体型)
　　→ 3台（湯本・那賀・箱崎事務所）

2 総務費 0 254,178 254,178 254,178 0 0 0 0 ●
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

13

●事業内容 P18～19

＜物価高騰対応生活応援給付金事業＞
　物価高騰の影響を受けている市民生活の安定を図るため、水道料金等の負担
軽減による消費下支えとして、住民1人あたり1万円の生活応援給付金を支給す
る。

○支給対象　令和8年1月1日時点において本市に住民登録のある住民
○給付額　　住民1人あたり1万円
○給付時期　令和8年3月下旬以降
○事業費　　給付金 232,640千円、事務費 21,538千円

2 総務費 0 216,563 216,563 116,563 100,000 0 0 0 ●
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

13

●事業内容 P18～19

＜消費下支えプレミアム付き商品券発行事業＞
　物価高騰の影響を受けている市民生活の安定と市内経済の活性化を図るため
プレミアム付き商品券を発行する。

○発行内容　4,000円分の商品券を2,000円で販売（プレミアム率100％）
○販売総数　100,000セット（1人5セットまで購入可能）
○販売期間　令和8年4月以降
○事業費　　発行事業費 215,319千円、事務費 1,244千円

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

重点支援事業費（商
工振興課）

物価高騰対
応重点支援
地方創生臨
時交付金

ながさき消
費拡大・地
元企業応援
事業費補助
金

物価高騰対応重点支援事
業費

会計管理費

物価高騰対応重点支援事
業費

会計管理費

重点支援事業費（上
下水道課）

物価高騰対
応重点支援
地方創生臨
時交付金

所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

新規
事業 事業内容

会計課

　各庁舎に自動釣銭機を設置することで、現金の取り扱いにかかる窓口業務の
改善および利用者の利便性向上を図る。

上下水道課

　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支
援を実施し、市民生活の安定と市内経済の活性化を図る。

デジタル活
用推進事業
債

　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支
援を実施し、市民生活の安定と市内経済の活性化を図る。 商工振興課

【壱岐市総合計画（第４次）における基本⽬標】
1 希望の仕事があり稼ぐ⼒がある島
2 すべての市⺠が⾃分らしく安⼼して健康に暮らせる島
3 未来を育む⼦育てと学びの島
4 地域の価値と新しい⼈の流れが未来をつくる島
5 持続可能な社会基盤が安全な暮らしを守る島
6 効率的で質が⾼く持続可能な⾏政⼒を備えた島
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令和７年度１月補正予算の主要事業

■ 一般会計 （単位：千円）

第4次 100の
総合計画 政策

国費 県費 地方債 その他 （政策） （主要施策）

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

新規
事業 事業内容

【壱岐市総合計画（第４次）における基本⽬標】
1 希望の仕事があり稼ぐ⼒がある島
2 すべての市⺠が⾃分らしく安⼼して健康に暮らせる島
3 未来を育む⼦育てと学びの島
4 地域の価値と新しい⼈の流れが未来をつくる島
5 持続可能な社会基盤が安全な暮らしを守る島
6 効率的で質が⾼く持続可能な⾏政⼒を備えた島

5 農林水産業費 53,284 19,359 72,643 0 0 19,100 0 259
●事業の背景・目的等

1 農業費

5

●事業内容 P34～37

　国の補正予算に伴う県営事業に係る地元負担金

①県営圃場整備事業負担金(木田地区)
②県営老朽ため池整備事業負担金(壱岐・和田・壱岐2期地区)
③農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金(郷ノ浦第2地区)

5 農林水産業費 49,800 27,900 77,700 0 21,700 6,200 0 0
●事業の背景・目的等

1 農業費

5

●事業内容 P34～37

　国の補正予算に伴う農業用水路等長寿命化・防災減災対策事業（農業水利施
設ストックマネジメント事業）を活用し、地元土地改良区が実施する配水管等
の整備に対して支援する。

農業水利施設ストックマネジメント事業補助金
　①郷ノ浦第3地区
　②芦辺第3地区

7 土木費 278,184 190,718 468,902 131,595 0 59,100 0 23
●事業の背景・目的等

2 道路橋りょう費

3

●事業内容 P38～39

　国の補正予算に伴い、道路改良及び防災安対策等の整備を行う。

①1級市道黒崎線（新田工区）他2路線　道路改良事業
②2級市道住吉長峰線（住吉前工区）他3路線　道路防災安全事業
③1級市道住吉船橋線（矢良橋）他1橋　橋梁補修事業

道路改良費（補助）

社会資本整
備総合交付
金
131,100

道路メンテ
ナンス事業
費補助金
495

補正予算債

道路橋りょう新設改良費

団体営事業費

農業水利施
設ストック
マネジメン
ト事業費補
助金

補正予算債

農地費

農地費

県営事業費

補正予算債 　農地・農業用施設等の基盤整備を推進し、営農環境の維持・保全を図る。

農林課

　老朽化した農業用水利施設の基盤整備を推進し、営農環境の維持・保全を図
る。

　道路の改良・整備・道路防災安全対策等の道路インフラの整備を行うことに
より、住民の快適で安全・安心な環境づくりを推進する。

農林課

建設課

3



■一般会計・繰越明許費　追加（詳細） （単位：千円）

事業名 金額 完了予定 繰　越　理　由

2 総務費 1 総務管理費
自動釣銭機（キャッシュレス機能付）整備事
業

12,265 R8.7.31

　現金取り扱い窓口業務の改善が急務であるが、機器整備の契約締結から整備完了までに
一定の期間を要するため。

物価高騰対応生活応援給付金事業 254,178 R8.6.30

　国の補正予算に伴う物価高騰対策として実施するものであるが、準備から給付までに期
間を要するため。

消費下支えプレミアム付き商品券発行事業 216,563 R8.12.28

　国の補正予算に伴う物価高騰対策として実施するものであるが、準備から実施・換金等
に期間を要するため。

4 衛生費 2 清掃費
勝本自給肥料供給センター貯留槽制御盤機器
類更新工事

2,924 R9.3.31

　更新予定であった機器類が半導体の部品供給不足等により、製造に想定以上の日数を要
するため。

5 農林水産業費 1 農業費 県営圃場整備事業 14,353 R9.3.31

　国の補正予算により実施するものであり、県営事業の繰り越しにより地元負担金につい
ても繰り越す必要があるため。

県営老朽ため池整備事業 3,420 R9.3.31

　国の補正予算により実施するものであり、県営事業の繰り越しにより地元負担金につい
ても繰り越す必要があるため。

農業水路等長寿命化・防災減災事業 1,586 R9.3.31

　国の補正予算により実施するものであり、県営事業の繰り越しにより地元負担金につい
ても繰り越す必要があるため。

農業水利施設ストックマネジメント事業 27,900 R9.3.31

　国の補正予算により実施するものであり、事業主体の年度内工事完了が困難であり事業
費補助金についても繰り越す必要があるため。

533,189

款 項

合　　　　　　　　　　　計
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■一般会計・繰越明許費　変更（詳細）　 （単位：千円）

事業名 変更前 変更後 金額 完了予定 変　更　理　由

7 土木費 2 道路橋りょう費 道路改良費（補助） 30,100 220,818 190,718

40,000 R8.9.30

①1級市道黒崎線（新田工区）
　国の補正予算により実施するものであり、工事契約が令和8年2月となり標準工
期の確保が困難であるため。

50,000 R8.9.30

②1級市道錦線（南工区）
　国の補正予算により実施するものであり、工事契約が令和8年2月となり標準工
期の確保が困難であるため。

20,000 R8.9.30

③2級市道左京鼻線（諸吉本村工区）
　国の補正予算により実施するものであり、工事契約が令和8年2月となり標準工
期の確保が困難であるため。

10,000 R8.9.30

④2級市道住吉長峰線（住吉前工区）
　国の補正予算により実施するものであり、工事契約が令和8年2月となり標準工
期の確保が困難であるため。

40,000 R8.9.30

⑤1級市道新郷ノ浦港線（郷ノ浦トンネル）
　国の補正予算により実施するものであり、工事契約が令和8年2月となり標準工
期の確保が困難であるため。

10,000 R8.9.30

⑥2級市道半城里線（大浦工区）
　国の補正予算により実施するものであり、工事契約が令和8年2月となり標準工
期の確保が困難であるため。

20,000 R8.9.30

⑦2級市道大石湯岳線（中野郷東工区）
　国の補正予算により実施するものであり、工事契約が令和8年2月となり標準工
期の確保が困難であるため。

383 R8.9.30

⑧1級市道住吉船橋線（矢良橋）
　国の補正予算により実施するものであり、工事契約が令和8年2月となり標準工
期の確保が困難であるため。

335 R8.9.30

⑨市道松崎新田13号線（幸ノ元橋）
　国の補正予算により実施するものであり、工事契約が令和8年2月となり標準工
期の確保が困難であるため。

30,100 220,818 190,718

款 項

合　　　　　　　　　　　計

5



令和７年度予算
参考資料

（１⽉補正予算）
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物価高騰対応生活応援給付金事業 上下水道課

予算額 254,178

財
源
内
訳

国庫支出金 254,178

県支出金

地方債

その他

一般財源 0

備考

（単位：千円）

「「強い経済」を実現する総合経済対策」に係る重点支援地方交付金の推奨事業

メニューを活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や

事業者への支援の一環として、「物価高騰対応生活応援給付金事業」を実施します。

【事業概要】

水道料金等の負担軽減による消費下支えのため、住民一人当たり１０，０００円の生活

応援給付金を支給します。

・支給対象者

令和８年１月１日時点において、本市に住民登録のある全ての住民

・給付額

住民１人当たり１０，０００円（※世帯単位で合算した給付額を振り込みます。）

・給付方法

プッシュ型での口座振込等による給付を含め、速やかな支援の実施に努めます。

・給付時期

３月下旬頃から通知等を発送し、順次給付を開始する予定です。

※市に口座情報がない方は、受取口座等の申請手続きを行っていただき、受取

口座の登録後の給付となります。

・その他

振り込め詐欺にご注意ください。市職員等がATM（現金自動預払機）の操作を

お願いすることや支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

１月補正予算額 ２５４，１７８千円

エネルギー・食料品価格等の物価高騰

の影響を受けた生活者等に対する支援

として、水道料金等の負担軽減による

消費下支えのため、住民一人当たり１万

円の生活応援給付金を支給します。
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消費下支えプレミアム付き商品券発行事業 商工振興課

予算額 216,563

財
源
内
訳

国庫支出金 116,563

県支出金 100,000

地方債

その他

一般財源 0

備考

（単位：千円）

「強い経済」を実現する総合経済対策」に係る重点支援地方交付金の推奨事業メ
ニューを活用し、長引く物価高騰の影響を受けている生活者や事業者への支援
の一環として、「消費下支えプレミアム付き商品券発行事業」を実施します。

【事業概要】

食品・生活用品等の長引く高騰に悩む市民生活の下支えのため、プレミアム付
き商品券を発行し、併せて消費拡大による商工事業者支援と地域経済の活性化
を図ります。

・発行内容

４，０００円分の商品券を２，０００円で販売（プレミアム率１００％）

・販売総数

１００，０００セット（ひとり５セットまで購入可能）

・発行総額

４００，０００千円（販売額 ２００，０００千円、プレミアム分 ２００，０００千円）

・販売期間

令和８年４月以降

・利用期間

販売開始から６か月間

・換金期間

利用期間終了から１か月間

１月補正予算額 ２１６，５６３千円

長引く物価高騰の影響を受けてい
る生活者や事業者支援を行い、地
域経済の活性化を図るため、プレ
ミアム付き商品券を発行します。

8



「「強い経済」を実現する総合経済対策」に係る重点支援地方交付金の推奨

事業メニューを活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた

生活者や事業者への支援として、

・物価高騰対応生活応援給付金事業

・消費下支えプレミアム付き商品券発行事業

に加え、以下の事業を実施します。

〇物価高騰に伴う子育て世帯支援

物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するため、市内小中学校に

おける学校給食費への支援を行います。

〇農林水産業における物価高騰対策支援

エネルギーや資材等の物価高騰の影響を受けた農業者及び漁業者に対して、

燃油・資材・飼料等の購入費用の支援を行います。

※これらの支援は令和８年度当初から速やかに実施し、先行する給付金事業、

商品券事業と合わせて、切れ目のない支援を実施します。

【参考資料】 今後の重点支援地方交付金事業 地域共創課

重点⽀援地⽅交付⾦（推奨事業メニュー）
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【自動釣銭機設置イメージ】

新規 自動釣銭機（キャッシュレス機能付）整備事業 会計課

予算額 １２，２６５

財
源
内
訳

国庫支出金

県支出金

地方債 １１，０００

その他

一般財源 １，２６５

備考

（単位：千円）

基本目標６ 効率的で質が高く持続可能な行政力を備えた島

先般発生した不祥事の再発防止に取り組むため、公金の取り扱いが多い４庁舎に自動釣銭機を設置することで、

職員の現金取り扱いをなくし、適正な現金管理を行う。また、設置により市役所窓口に派遣されている銀行職員に

よる業務の見直し及びその経費負担の増加を見据えた対応が可能となることから、派遣業務廃止に向けた取り組

みを進める。

さらに、県下では本市のみが取り扱っている収入証紙については廃止を進めるとともに、市民の利便性及び満足

度の向上を図るため、キャッシュレス決済が可能な端末機器の設置を進める。

会計課窓口および各庁舎窓口に自動釣銭機（キャッシュレス機能付）を設置する。

自動釣銭機（キャッシュレス機能付）を設置することで、現金取扱いにかかる窓口業務の改善・

利用者においては支払方法を選択することができ、双方の利便性が高まる。また、支所におい

ては収入証紙の廃止に伴って窓口と出納室を往来する必要がなくなり、一つの窓口で完結さ

せることで手続きのスマート化にもつながる。

【事業概要】自動釣銭機（キャッシュレス機能付） ４台 （各庁舎１台）

モバイル端末（キャッシュレス機能一体型） ３台 （湯本・那賀・箱崎事務所）

【事 業 費】 機器導入費（初期設定・設置費等含む） １２，２６５千円

〇デジタル活用推進事業債の活用

充当率９０％ 交付税措置５０％
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議案第１号 

壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例について 

 

１ 改正の概要 

  国家公務員の特別職等の給与に関する取扱いの状況等を踏まえ、議会議員

の期末手当の支給率について改定を行う。 

  

 ２ 主な改正内容 

一般職に準じて期末手当の支給率改定（０．０５月分引き上げ） 

※年間３．４５月 → ３．５０月（０．０５月増） 

 （現 行） ６月 １．７２５月 １２月 １．７２５月 

 （改正後） ６月 １．７２５月 １２月 １．７７５月［第１条関係］ 

 （Ｒ８年度）６月 １．７５０月 １２月 １．７５０月［第２条関係］ 

［単位：月数］ 

 ６月期 １２月期 年間合計 

令和７年度 期末手当 1.725 （+0.050）1.775 （+0.050）3.500 

令和８年度 

以降 
期末手当 1.750 1.750 3.500 

 

３ 施行日 

 ア 第 1条関係 

公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用 

イ 第２条関係 

令和８年４月１日から施行 

  

条 例 等 参 考 資 料 

総務部 総務課 

 



 

 

 

議案第２号 

壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の概要 

  国家公務員の特別職等の給与に関する取扱いの状況等を踏まえ、壱岐市長、

副市長及び教育長の期末手当の支給率について改定を行う。 

  

 ２ 主な改正内容 

一般職に準じて期末手当の支給率改定（０．０５月分引き上げ） 

※年間３．４５月 → ３．５０月（０．０５月増） 

 （現 行） ６月 １．７２５月 １２月 １．７２５月 

 （改正後） ６月 １．７２５月 １２月 １．７７５月［第１条関係］ 

 （Ｒ８年度）６月 １．７５０月 １２月 １．７５０月［第２条関係］ 

［単位：月数］ 

 ６月期 １２月期 年間合計 

令和７年度 期末手当 1.725 （+0.050）1.775 （+0.050）3.500 

令和８年度 

以降 
期末手当 1.750 1.750 3.500 

 

３ 施行日 

 ア 第 1条関係 

公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用 

イ 第２条関係 

令和８年４月１日から施行 

  

 

条 例 等 参 考 資 料 

総務部 総務課 

 



議案第３号 

壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部改正について 

１ 改正の概要 

  国家公務員の給与等に関する勧告に基づく国の給与改定に伴い、本市職員

の給与等について所要の改正を行う。 

２ 主な改正内容 

(1) 壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正［第１条関係］

ア 通勤手当の現行の距離区分の支給額を改定する。（第15条関係）

10km以上15km未満 ※（7,100円→7,300円）

15㎞以上20㎞未満 ※（10,000円→10,400円）

20㎞以上25㎞未満 ※（12,900円→13,500円）

25㎞以上30㎞未満 ※（15,800円→16,600円）

イ 宿日直手当を改定する。（第28条関係）※（4,400円→4,700円）

ウ 期末手当の支給割合を改定する。（第30条関係）※（2.5月→2.525月）

定年前再任用短時間勤務職員の支給割合の改定 ※（1.4月→1.425月）

エ 勤勉手当の支給割合を改定する。（第33条関係）※（2.1月→2.125月）

定年前再任用短時間勤務職員の支給割合の改定 ※（1月→1.025月）

オ 行政職給料表を全部改正する。（別表第１関係）

カ 海事職給料表を全部改正する。（別表第２関係）

キ 教育職給料表を全部改正する。（別表第３関係）

ク 医療職給料表を全部改正する。（別表第４関係）

(2) 壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正［第２条関係］

ア 期末手当の支給割合(令和8年度以降)を均等に改定する。（第30条関係）

定年前再任用短時間勤務職員の支給割合も均等に改定

イ 勤勉手当の支給割合(令和8年度以降)を均等に改定する。（第33条関係）

定年前再任用短時間勤務職員の支給割合も均等に改定

【改定内容（支給月数）】年間4.60月分→4.65月分（＋0.05月分） 

区 分 ６月支給 １２月支給

令和７年度

期末手当

勤勉手当

1.25月(支給済み) 

1.05月(支給済み)

1.275月（現行1.25月） 

1.075月（現行1.05月）

条 例 等 参 考 資 料 

総務部 総務課 
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令和８年度以降

期末手当

勤勉手当

1.2625月 

1.0625月 

1.2625月 

1.0625月 

(3) 壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正［第３条関

係］

ア 期末手当の支給割合を改定する。（第７条関係）※（1.90月→1.925月） 

イ 勤勉手当の支給割合を改定する。（第７条関係）※（1.75月→1.775月） 

ウ 特定任期付職員給料表を増額改定する。（別表関係）

(4) 壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正［第４条関

係］

ア 期末手当の支給割合（令和8年度以降）を均等に改定する。（第７条関係） 

イ 勤勉手当の支給割合（令和8年度以降）を均等に改定する。（第７条関係） 

【改定内容（支給月数）】特定任期付職員 

区 分 ６月支給 １２月支給

令和７年度

期末手当

勤勉手当

0.95月 

0.875月 

0.975月 

0.90月 

令和８年度以降

期末手当

勤勉手当

0.9625月 

0.8875月 

0.9625月 

0.8875月 

３ 施行日 

ア 第１条関係及び第３条関係

公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用

イ 第２条関係及び第４条関係

令和８年４月１日から施行
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